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（４） 緑・環境 

 

基本施策１ 刻々と変化する環境問題

への対応 

１）多様な主体のネットワークによる環境啓発

の推進 

「むさしのエコreゾート」＊が環境啓発施設の

拠点として機能していくため、引き続き市民団

体、事業者等が環境啓発の担い手・主体とし

て活躍できる場や機会を提供するとともに、活

動に参加しやすい仕組みづくり等、一層の活

動支援に取り組む。 

環境フェスタをはじめとした各種イベント・講

座等を通じ、環境活動団体や事業者等の活動

及び環境配慮行動について情報発信を行うと

ともに、団体間や市民との交流、協働のきっか

けをつくり、多様な主体のネットワークの構築を

進め、環境啓発の取組みを推進する。 

２）良好な環境整備に向けた取組みの推進 

緑は市民の共有財産という理念のもと、地域

第六期長期計画の施策の大綱（議決事項） 

１ 刻々と変化する環境問題への対応 

日々変化する環境問題に対応し、次世代に持続可能なまちを引き継ぐために、環境啓発施設エコ

プラザ（仮称）を拠点として、必要な情報の発信、各主体が連携できるような場や機会の提供等、

様々な手法で活動を支援する。 

また、一人ひとりのライフスタイルの転換や意識改革の必要性をより一層伝えることで、環境に配慮

した行動を促す。 

２ 地球温暖化対策の推進 

気候変動による自然生態系、水環境、市民生活等への影響が顕在化しているため、全市的なエネ

ルギー施策を進めるとともに、市が率先して公共施設の省エネ化・スマート化を推進することで、各主

体が環境負荷低減を意識したまちづくりを実践していくことを促す。 

３ 「緑」を基軸としたまちづくりの推進 

本市が大切にしてきた緑や水辺等の豊かな街並みを次世代の子どもたちに引き継ぐため、「武蔵

野市民緑の憲章」の基本理念を継承し、市民・事業者との連携を一層深めながら、緑を基軸としたま

ちづくりを推進していく。 

４ 省エネルギー・省資源型の持続可能な都市の構築 

市民、事業者及び市が、ごみの減量・分別の徹底、ごみの資源化に、それぞれの責任において主

体的に取り組むとともに、安全かつ安定的なごみ処理を行いながら、環境負荷の低減や事業の効率

化を進めることで、持続可能な都市の構築を目指す。 

５ 様々な環境の変化に対応した良好な生活環境の確保 

日々生じている気候変動、グローバル化の進展等により、これまでの生活では起こり得なかったリス

クが生まれているため、生活環境の変化に伴う新たな問題を的確に捉え、関係機関と連携し、被害の

回避・軽減を図ることで良好な生活環境を確保する。 

また、総合的な受動喫煙対策とまちの美化の推進に取り組む。 
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の市民の力で緑を守り育てるため、身近な緑

に関心を持つことができる取組みを進める。ま

た、より多くの市民が緑に関わる活動に参加で

きる仕組みづくりを推進する。 

都市化の進展によって、雨水の地下浸透の

減少による水循環機能の低下や気候変動に

伴う局地的大雨等の浸水被害リスクに対応す

るため、引き続き、地下水の涵養等の水循環

の保全・回復に向けた取組みや支援を行うとと

もに、重要性について啓発を行い、公有地や

民有地での雨水浸透施設＊の設置等、健全な

水循環への行動を促す。また、水循環の機能

に加え、良好な景観形成の効果が期待される

グリーンインフラ＊の整備手法や仕組みづくり

について検討する。 

 

基本施策２ 地球温暖化対策の推進 

１）市民・事業者との連携と具体的行動に向け

た機運の醸成 

2050年ゼロカーボンシティ＊実現に向けて、

市・市民・事業者が一丸となって取組みを進め

ていくため、気候市民会議＊における議論や

国・都の取組みを踏まえながら、市民・事業者

の行動を後押しする市が担うべき効果的な支

援策を検討し、実施する。 

全ての市民等が当事者として、地球温暖化

対策の具体的な取組みを理解し、行動の変化

につながるように、また、事業者が魅力を感じ、

継続的に地球温暖化に対する取組みを行うよ

うに、仕組みづくりや効果的な仕掛けを検討し、

市域全体における取組みの機運を醸成する。 

２）公共施設における環境負荷低減の取組み 

市民や事業者に対し建築物の省エネ等の

取組みを促す観点からも、公共施設の改築等

に際し、新たに策定する公共施設環境配慮指

針＊に基づき、率先して省エネ等の対策を実

施する。 

公共施設の省エネ化等とあわせて電力の再

エネ化を推進していくとともに、地域間の連携

による再エネ電力調達のスキーム構築も検討

する。また、エネルギー地産地消＊プロジェクト

事業については、さらなる効率的・効果的なエ

ネルギー利用に向けた運用の最適化とあわせ

て、環境面だけでなく防災面も踏まえた総合

的視点から枠組みの見直しを検討する。 

 

基本施策３ 「緑」を基軸としたまちづくり

の推進 

１）街路樹等の緑の保全・管理 

本市では、自然樹形（樹種本来の形）を生

かした街路樹の管理を実施しており、良好な

街並み・景観を形成するうえで大きな役割を果

たしている。一方で、高木化に伴い根上がり等

で通行の支障になっていることに加え、枝葉が

民有地へ越境するなどの課題が顕在化してき

ている。 

路線毎に定期的な街路樹診断等を実施し、

危険木については、診断等に基づく適切な樹

木の保全を進める。また、市のシンボルや景観

的な魅力となっている街路樹については、景

観及び維持管理の視点から、地域資産として

保全する手法を樹種変更も含め検討する。 

２）緑の保全・創出・利活用 

これまで、市民とともに緑の保全・推進に努

めてきたが、時代とともに緑への愛着や重要性

に対する意識が変化している。緑は、地域にと

って誇れる財産であり、それに対する関心や

理解を深めるためにも市民による自助、共助

で緑を守り育てる取組みの重要性が高まって

いる。また、緑ボランティア団体をはじめとする

様々な活動主体でメンバーの固定化、高齢化

が進んでいる。 



                       

35 

 

緑被率＊の６割を占める民有地の緑の保全

と創出とともに、地域の価値を高める緑化、都

市に残る貴重な農地の保全に努める。 

全域が既成市街地であり住宅等が密集して

いることから公園緑地の拡充整備が困難にな

る中、既存公園緑地の民間企業や市民等との

連携など柔軟な活用により魅力アップの可能

性を検討する。 

３）緑と水のネットワークの推進と森林整備 

豊かな街並みを創出するため、点在してい

る緑と水辺を街路樹でつなぐことで重層的な

緑と水のネットワークを推進する。 

住民一人当たりに対する公園面積の充足に

向け、公園空白地域への重点的な整備や既

存公園の拡充等を行う。一方で、整備から30

年以上が経過した公園緑地が全体の３割を超

えるなど既存資源（ストック）の老朽化への対応、

高木化、巨木化した樹木への対応等、既存資

源（ストック）の効率的・効果的な維持管理を行う。 

広域的な緑を支えるための取組みとして、

多摩地域の森林を健全に育成するとともに、

市民の自然とのふれあいを促し、森林資源の

利活用と公益的機能の充実を図るため、二俣

尾及び奥多摩で森林整備事業を実施してきた。

また、森林環境譲与税＊の新たな使途として、

カーボン・ニュートラル＊の視点を取り入れ、新

規の森林保全事業の立ち上げや森林由来の

クレジット＊（環境価値の証書）の購入等による

カーボン・オフセット＊の取組みを検討する。 

 

基本施策４ 省エネルギー・省資源型の

持続可能な都市の構築 

１）ごみ減量と適切な分別・収集・再資源化の推進 

新型コロナウイルス感染症流行の影響等に

より、ライフスタイルやワークスタイルが変化し、

これまで減少傾向にあった市民１日１人当たり

の家庭ごみ排出量は、令和元（2019）年度から

増加に転じた。この増加した排出量を減少さ

せるため、ごみ・資源物の発生抑制や排出抑

制、ごみ処理の効率化について新たな取組み

を検討する。 

また、令和４（2022）年４月施行のプラスチッ

クに係る資源循環の促進等に関する法律によ

り、市町村に対してプラスチック廃棄物全般を

資源として収集することが努力義務化された。

再資源化の促進や家庭ごみ収集区分の見直

しなど、ごみ減量、環境負荷の低減の観点か

ら容器包装プラスチックと製品プラスチックの

分別・収集のあり方について検討するとともに、

排出量の削減に取り組む。 

 

基本施策５ 様々な環境の変化に対応

した良好な生活環境の確保 

１）様々な環境の変化に対応した良好な生活

環境の確保 

良好な生活環境を保全するため、特に影響

の大きい国・東京都や開発事業者等が実施す

る大規模事業等に対しては、周辺環境への配

慮や適切な情報提供を求めていく。 

コロナ禍により、在宅時間が長くなり、また近

隣関係の希薄化や孤立化が進み、生活関連

公害の相談が大幅に増加していることから、市

民の意識（譲り合い）啓発を図るとともに、地域

における孤立化を防ぐため、様々なチャンネ

ルを活用しながら、地域との顔の見える関係づ

くりを促していく。 

また、いわゆるごみ屋敷や不適正なペット飼

育等に起因する周辺環境への影響の深刻化

防止や解決に向けて、当事者への福祉的支

援も視野に分野横断的な連携を図り、全庁的

な取組みとして実施する。  
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